
退職互助部退会に係る各種届出書類の作成について 

１ 退会事由 

⑴ 退職組合員が死亡したとき 

⑵ 退職組合員が県外へ転出し退会を希望したとき 

 

２ 給付額（退会に係る各種給付金） 

 ⑴ 退会金 

  ア 退会時（退会事由の発生時）の年齢が満 65【70】歳以下・・・20 万円 

  イ         〃        満 70【75】歳以下・・・10 万円 

  ウ         〃        満 71【76】歳以上・・・０円 

※ 【 】内は令和７年４月以降の加入者の場合 

   ※ 平成 18 年３月までの加入かつ満 70 歳以下の方については、給付額

が異なります。詳細は、「退職互助部事業の運営に関する規程」をご確

認ください。 

 ⑵ 死亡弔慰金・・・１万円 

 

３ 手続き（届出書類） 

  以下の書類に添付書類と併せて提出してください。 

  なお、退会時年齢及び退会事由により提出する届出書類が異なります。 

※ 【 】内は令和７年４月以降の加入者の場合 

 ⑴ 退会時年齢 満 70【75】歳以下の方 

  退会事由 → 県外転出で退会を希望 … 「退会金請求書」 

    ↓                 ※様式第６号の１【６号の２】 

  退職組合員の死亡 … 「退会金請求書兼死亡弔慰金請求書」 

             ※様式第５号の１【５号の３】 

 ⑵ 退会時年齢 満 71【76】歳以上の方 

  退会事由 → 県外転出で退会を希望 … 「任意退会」に該当 

    ↓                 ※裏面「７ その他－⑷参照」 

  退職組合員の死亡 … 「退会届兼死亡弔慰金請求書」 

             ※様式第５号の２【５号の４】 

 

４ 添付書類 

各種証明書の発行に係る費用（文書料）は自己負担となります。 

 ⑴ 退職組合員証（紛失の場合は省略可） 

 ⑵ 県外転出の場合 

ア 「転居後の住民票」の写し（住民票記載の「転居日」が事由発生の日） 

  イ 通帳等、口座番号等を確認できるものの写し（退職組合員本人名義） 

※ 送金先を登録口座から変更する場合 

 ⑶ 退職組合員の死亡の場合 

ア 「死亡診断書」、「（除籍済）住民票」又は「（除籍済）戸籍抄本」の写し 

※ いずれか１通 

 裏面に続く  

https://gojomaru.com/support/img/download2/6-1taikai_70ika_r7.pdf
https://gojomaru.com/support/img/download2/6-2taikai_75ika_r7.pdf
https://gojomaru.com/support/img/download2/5-1choui_70ika_r7.pdf
https://gojomaru.com/support/img/download2/5-3choui_75ika_r7.pdf
https://gojomaru.com/support/img/download2/5-2choui_71ijou_r7.pdf
https://gojomaru.com/support/img/download2/5-4choui_76ijou_r7.pdf


令和８年４月現在 

 イ 通帳等、口座番号等を確認できるものの写し（請求者名義） 

  ※ 請求者は、原則、遺産相続の順位に準じます。 

 

５ 請求の期限 

退職互助部の退会に係る各種給付金の請求の期限は、事由発生の日から「３ 

年」となります。 

 

６ 提 出 先 

所属する支部（持参、郵送共に可）又はおしば集中事務センター（郵送のみ）

へご提出ください。 

 ＜送付先＞静岡県教職員互助組合 おしば集中事務センター 

〒424-0812 静岡市清水区小芝町３－６ おしば会館内 

電話 054-340-7020 お問い合わせ時間 平日９時から 16時まで 

 

７ そ の 他 

 ⑴ 療養費等、退会の事由発生前における給付金の請求がある場合は、速やか

にお手続きくださるようお願いいたします。 

 ⑵ 給付金のお受け取りについて 

ア 給付金の受取方法は、「銀行振込」のみとなります。 

申請受付月（月末締切）の翌々月 25 日に送金されます。（金融機関休業 

日の場合は翌営業日） 

  イ 振込手数料は組合員（請求者）負担となります。 

給付金から「振込手数料 275 円」が差し引かれ送金されます。 

※ 令和８年８月申請受付分（令和８年 10 月給付分）から、以下を除 

く全ての金融機関においてかかります。 

  ウ 給付金受取において振込手数料が０円である金融機関 

・ 退職互助部推奨金融機関（静岡県労働金庫及び全国のろうきん） 

・ スルガ銀行 

※ 振込手数料等は、令和８年４月現在の状況となります。 

金融機関の手数料に係る規定改正により変更となる場合があります。 

⑶ 請求の期限（３年）を経過した場合の届出様式 

様式第８号の１「退会届」（様式は所属の支部に請求） 

  ※ 給付金を請求することはできませんが、退会の手続きについてご協力 

をお願いいたします。（添付書類不要） 

 ⑷ 任意退会を希望する場合の届出様式 

  様式第８号の２「退会届（確認書）」（様式は所属の支部に請求） 

※ 退会希望日以降の退職互助部事業（給付等）を受ける権利を放棄する 

ことになります。 

 ⑸ 郵送用宛名ラベル 

   以下を切り取って、封筒へ貼りつけてください。（切手はご準備ください。） 

424-0812 静岡県静岡市清水区小芝町３－６ 

静岡県教職員互助組合おしば集中事務センター 宛 

 




